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はじめに

　近年韓国では、メディアを相手にした名誉毀損訴訟が急増している。

その多くが報道内容によって毀損された名誉の損害賠償を請求するか、

反論報道あるいは訂正報道を請求する事例である。また、放送の場合、

放送される前に、個人の名誉が毀損される内容が含まれているため、放

送を禁止するよう求める放送禁止の仮処分申し立てをする場合もある。

このような民事訴訟の外に、プログラムを製作・取材したプロデュー

サーや記者に直接刑事処罰を要求する刑事告訴までもが増えている。

　このように訴訟件数が増えたことについては、無責任なメディアの報

道方式はそのままである一方で、1990年代に入って基本権に対する一般

人の意識が高くなったからだという解釈も出ている
（１）

。すなわち、韓国の

政治と社会が民主化して権威主義が緩和され、一般人の権利意識が向上

したということである。また、その権利を行使する積極性を見せるよう

になった。そして、そのような積極性の一つが言論を対象にする名誉毀

損訴訟として現われている。

　各報道機関は、近年、このように急増する訴訟と、それによる巨額の

損害賠償を大きな負担と感じるようになった。そこで、自主的に諮問弁

護制度を実施し事前検証手続きを用意したり、さらには各種法的紛争が

発生する場合に処理が簡単にできるよう外部保険に加入したりするなど

負担を減らすための方策を用意している。

　韓国内の報道機関相手の名誉毀損訴訟は、一般人より公人
（２）

による訴訟

率が高いことが深刻な社会問題となっている。さらに公人による名誉毀

損訴訟の原告の身分も、大統領、前国務総理を含めて国会議員、検事、

道知事、軍将軍、元国家情報院長、元長官、警察官などほとんどすべて

の公職者を網羅している。それにまた、芸能人、スポーツスター、新聞

社・放送社などの報道機関までもが名誉毀損訴訟を申し立てるに至っ

101



九大法学103号（2011年）　　　（145）

た。

　このような実情に鑑み、次のような研究課題を設定する。

　第一に、韓国の名誉毀損法の歴史と制度などを概観した後に、判例分

析を通じて、公人が申し立てるメディア相手の名誉毀損訴訟の特徴は何

かを明らかにし、公人が申し立てる名誉毀損訴訟について、原告・被告

の類型、勝訴率、救済手段、損害賠償請求額と認容額などを中心に詳し

く見る。

　第二に、韓国の裁判所は、公人の判断基準をどのように提示している

か、これによる公人の範囲はどこまでかを示す。

　第三に、「現実的悪意」の法理の適用可能性があるかどうかを検討す

る。

　第四に、立証責任の特性は何かを明らかにする。

　このような研究課題の考察を通し、アメリカの「公人理論」と「現実

的悪意」の法理の議論における最大の争点だと言える「誰が公人か」、

「誰が何を立証するか」に焦点を合わせ、韓国の裁判所が名誉毀損の判断

において、「公人理論」をどのように適用しているのか判決の傾向を調べ

る。

Ⅰ．名誉毀損理論の展開

　このような研究にとりくむにあたって、韓国は、メディアによる名誉

毀損に関してどのような法体系を備えているかを考察する必要があるだ

ろう。まず、韓国の名誉毀損法の歴史と法体系を概観し、韓国における

公人の公的事案に対する免責要件などを考察してみよう。

１．韓国における名誉毀損法の歴史
　韓国で名誉毀損に対する法的根拠となる法規定がいつから導入された
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のかについて確かな文献はない。ただ、朝鮮時代の500年にわたって、刑

事法の基本として社会生活を規律するために適用されてきた『大明律
（３）

』

には、他人を誣告した場合に処罰規定があるが、名誉毀損に対しては明

確な言及がない。しかし、その頃には名誉毀損を誣告罪に含ませた可能

性が大きい。それは、誣告罪が個人に対する名誉侵害と深く関わってい

るため、広い意味で誣告罪も一種の名誉毀損罪に当たると見られるから

である
（４）

。

　韓国で、名誉毀損を初めて明示した法的規定が現われたのは、1905年

「大韓国法部」で編纂した『刑法大全』である。この法の第403条には、

「他人に係る言端を操作して、是非の判断を混乱させるとか、紛争を起こ

した者は、杖30に処するが、それによって一般官吏の名誉を毀損した者

は、二等を加える」と規定している。韓（한병구）は、ここでいう二等

を加えるという意味が、今日の刑法でいう「加重処罰」に当たると考え

ている。そして、この規定は、特定官吏の名誉を重視した点で、充分で

はないところもあるが、韓国最初の名誉毀損法だと見ている
（５）

。

　『刑法大全』が出た２年後の1907年７月に、「李完用内閣」は法律第１

号で「新聞紙法」を公布した。新聞だけに限った韓国最初の成文法であ

るこの法は、第15条で「人を誹謗するために虚偽の事項を記載すること

ができない」として、いっそう発展した名誉毀損罪に対する規定を単独

の法律の中で明示した。

　現代的意味での韓国最初の名誉毀損罪は、1911年に朝鮮総督部令第11

号として公布された、いわゆる「朝鮮刑事領」（「旧刑法」とも言う）にお

いて規定された。この法は、1880年（明治13年）に日本で、制定・公布さ

れた日本の旧刑法を参考に作成された。

　これまでに列挙した名誉毀損の刑法的介入の発達史に比べて、民法的

保護は、近代法が導入するまでほとんど発達しなかった。これは、韓国

法が日本法の影響を多く受けているためだが、これを「専制国家的な社

会伝統」に由来するものと主張する学者
（６）

もいる。それに、韓国では昔か
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ら「両班の体統」のように体面を尊重し、これが損われる場合、大きい

羞恥であると思われてきたし、名誉に関して争う以上金銭を介入させる

ことは汚らしいという伝統的な考え方が定着しているからであるという

解釈
（７）

もある。

　しかし、近年名誉毀損に対する裁判で、高額の損害賠償が請求される

のは、金銭を介入させることが汚らしいという既存の伝統的な考え方か

ら脱して、体面を大事にし高額の賠償を請求することで、自分の名誉に

対する価値を高く評価する考え方に変化したためであるという指摘があ

る
（８）

。

２．言論による名誉毀損に関する韓国の法体系
　（1）憲法
　まず、名誉保護の根拠条項として憲法10条の「すべての国民は、人間

としての尊厳及び価値を有し、幸福を追求する権利を有する」という規

定を挙げることができる。たとえ、名誉保護を明示する規定がなかった

としても、名誉は人格権の重要な部分として、この規定によって、保護

の対象になるということは学説と判例が一致している
（９）

。

　憲法で、名誉保護に具体的に言及した条項は、21条４項であり、「言論

および出版は、他人の名誉もしくは権利または公衆道徳もしくは社会倫

理を侵害してはならない。言論および出版が、他人の名誉または権利を

侵害した時には、被害者はこれに対する被害の賠償を請求することがで

きる」と規定することで、言論・出版が個人の名誉を侵害した時には、

その責任を負うようにしている。憲法に明文で言論・出版が名誉を侵害

してはならないと規定したことは、他国の憲法や韓国の過去の憲法には

あまり見られない独特の規定方式だと言える。これは、近年強い社会的

影響力を持つようになった言論・出版によって、個人の名誉を疎かにし

ないように注意を促し、その限界をもう一度確認したものであると理解

されている
（10）

。
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　しかし、韓国の憲法は、言論・出版が他人の名誉や権利を侵害した場

合、これに対して責任を負うように明示している一方で、同条第１項で

は「すべての国民は、言論および出版の自由ならびに集会および結社の

自由を有する」と規定している。このように、憲法21条１項では、言論・

出版の自由を保障し、４項では言論および出版が他人の名誉もしくは権

利を侵害することができないように、厳格に規定していることは、韓国

憲法の立場が二つの法益の調和をはかろうとしたものであるように見え

る
（11）

。すなわち、言論の自由は絶対的なものではなく、内在的な限界を持

つものであり、憲法が保障する人間としての尊厳と価値そのものに淵源

する名誉のような人格権も、これに劣らず保護されなければならないこ

とを指摘したものだと見られる。

　それにもかかわらず、個人の人格権としての名誉権と言論の自由とい

う二つの法益は、実際には常に衝突する蓋然性を生来的に内包してい

る。

　（2）刑法
　刑法は、307条１項で、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者

は、２年以下の懲役又は禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する」よう

に規定し、同条２項は、「公然と虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損し

た者は、５年以下の懲役、10年以下の資格停止又は１千万ウォン以下の

罰金に処する」ように規定することで、「事実」と「虚偽の事実」の場合

を、区別した法適用を行っている。すなわち、虚偽の事実を指摘して人

の名誉を毀損した場合に、より厳格に規制していることが読み取れる。

　308条は、公然と虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した者は、２

年以下の懲役又は禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処するとしている。

これは、死者に対しても名誉権を認めているものと言いうる。しかし、

事実の指摘ではなく、虚偽の事実を指摘する場合だけを処罰することに

よって、死者に対する社会的評価は自由に成り立つような余地を作って
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いる。

　309条では出版物による名誉毀損の規定を別に規定して、特に、新聞及

び雑誌もしくはラジオその他出版物（放送も含まれると見られる）を通じ

て、人の名誉を毀損する場合に、より厳格に処罰する規定を用意してい

る。１項では、「人を誹謗する目的で新聞、雑誌又はラジオその他の出版

物により307条１項の罪を犯した者は、３年以下の懲役又は禁錮又は700

万ウォン以下の罰金に処する」と規定している。２項では、「誹謗の目的

で右のような出版物などによって、虚偽事実を指摘して人の名誉を毀損

した者に、７年以下の懲役もしくは禁固、または10年以下の資格停止ま

たは１千５百万ウォン以下の罰金に処する」としている。

　韓国刑法では、名誉毀損罪を厳格に処罰する一方で、違法性阻却事由

を認めることで、ある程度の言論の自由も一緒に保障している。すなわ

ち、310条は、名誉毀損の違法性阻却事由について、「307条１項（事実を

摘示した名誉毀損）の行為が真実の事実として専ら公共の利益に関する

ときは、処罰しない」と明示している。

　なお、刑法312条１項・２項では、「308条（死者の名誉毀損）の罪は、告

訴に基づいて公訴を提起することができる」、「307条（名誉毀損）と309条
（出版物などによる名誉毀損）の罪は、被害者の明示した意思に反して、公

訴を提起することができない」と、各々規定しており、名誉に関する罪

を親告罪として規定している。

　（3）民法
　民法は、750条で「故意又は過失による違法行為で、他人に損害を加え

た者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定してい

る。751条１項は、「他人の名誉を害し、あるいは、その他の精神上の苦

痛を加えた者は、財産以外の損害に対しても賠償する責任がある」と規

定している。

　764条は、「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の
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請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償と共に名誉の回復に適当

な処分を命ずることができる」と規定している。

３．公人理論に関する議論
　一部の学者らは、最高裁判所が2002年１月22日に宣告した2000다

37524, 37531判決において、韓国の裁判所が、名誉毀損訴訟の「現実的

悪意」の法理を採用したと評価する
（12）

。

　1964年のアメリカの New York Times Co. v. Sullivan 判決
（13）

に由来する

「現実的悪意」の法理は、過去45年間にアメリカ連邦最高裁判所の30余件

の主要な名誉毀損事件に適用された。ニューヨークタイムズ判決におい

て、アメリカ連邦最高裁判所は、「公務員が自分の公職業務に関する虚偽

的な名誉毀損による損害賠償を求めるならば、その名誉毀損的な内容が

『現実的悪意（actual malice）』によって、すなわち、それが虚偽であるこ

とを認知しながらなされたか、あるいは、それが虚偽か否かを無謀な位

に無視して報道されたことを立証しなければならない」と判示した。こ

の判決以後、「現実的悪意」の法理は、公職者だけでなく、政府に関与し

ない公的人物にまで拡大適用された。公職者ではないとしても、多くの

人々の重要な公的問題の解決に深く関与していたり、高い社会的な知名

度を有していたりするために、一般社会の関心になる分野の事件形成に

影響を及ぼすというのである
（14）

。私人の場合には、公的関心事と関わるこ

とで名誉毀損にあったといっても、「現実的悪意」を必ずしも証明する必

要はないが、推定的損害賠償あるいは懲罰的損害賠償を求めようとする

ならば、変わらず「現実的悪意」を立証しなければならない
（15）

。ニューヨー

クタイムズ判決で「現実的悪意」の法理が生まれたことは、言論表現の

自由と名誉毀損法の均衡を成そうとするアメリカ憲法の下での画期的な

事件であった。しかし、真摯な探索取材ジャーナリズムと格調高い言論

取材慣行とはほど遠い、有名人のゴシップ中心のジャーナリズムが以前

よりもっと活発になるという意図しない結果ももたらした。また、実際
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には人物の身分によって「現実的悪意」の法理の適用が決まるから、市

民の関心事になる問題がとりあげられにくくなるなど、この原則の目的

とは距離のあるジャーナリズムが現われることを否定することができな

いというのである
（16）

。

　これまでに、韓国の最高裁判所は、数回にわたってこの法理の採用を

明示的に拒否したことがあった
（17）

。他の国の裁判所とは異なり、韓国の裁

判所はこの原則の法理に対する具体的な論議は勿論、採択拒否判断に対

する説明すら明確にしなかった
（18）

。韓国の裁判所は、「現実的悪意」の法理

に対する正確な法理的認識・判断を全く示すことができなかった上、名

誉毀損と言論自由に関する哲学的・法律的認識の程度が、他の国の裁判

所に比べて格段に低かったのである。

　この原則を韓国にそのまま適用することの問題点の根拠として、第一

に、名誉に関する観念が違うという点、第二に、公人に対する名誉毀損

訴訟の歴史が違うという点、第三に、憲法上保障される言論の自由の程

度が違うという点、第四に、両国の民事訴訟手続法上の証拠開示制度
（discovery

（19）

）が違うという点、第五に、この原則に対してはアメリカ国内

でも批判がなされており、アメリカを除いた大部分の国で採用されてい

ないという点が指摘されている
（20）

。

　加えて、アメリカ社会での言論の自由と責任の問題が韓国に直接適用

されうるかに対しても疑問が提起されている。すなわち、ニューヨーク

タイムズ判決は、英米法では昔から公務員の職務範囲内における行為に

対し、批判的な発言がなされたとき、たとえ公務員の名誉を毀損したと

しても絶対的に免責されるという原則が確立されていることを前提にし

ている。しかし、韓国国内の大部分の文献は、ただ、その判決の結論の

みを紹介し、そのような紹介に便乗した言論の動きが、国民を誤導させ

ているというのである
（21）

。

　果たして、韓国の訴訟手続きでは、アメリカの「現実的悪意」の法理

の適用は不可能なのか。また、韓国の裁判所は、「現実的悪意」の法理の
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適用を排斥しているのか。

　アメリカの「現実的悪意」の法理が含意している特性は、大きく二つ

に分けられるであろう。一つは、公人・公的人物に対する言論の虚報免

責範囲の問題であって、他の一つは、報道機関の「現実的悪意」を被害

者である原告が立証するようにしている点である。

　この二つの特性に着目しながら、韓国の最高裁判所の判決を見ていこ

う。最高裁判所2000다37524, 37531判決は、私的な存在と公的な存在に

対するマスコミ報道、私的関係と公的関係に対するマスコミ報道を区分

しなければならないと判示している。すなわち、公的存在に対する公的

関心事案と私的な領域に属する事案の間では、審査基準を区別しなけれ

ばならないということで、これは「現実的悪意」の法理の構成要素の一

部分を受容したと評価することができるであろう。この判決は、1999年

６月24日に宣告した憲法裁判所の97憲마265決定の主旨を受容したこと

で、憲法裁判所は、公的な人物かあるいは私的な人物か、公的な事案か

あるいは私的な領域の事案か、被害者が危険を自ら招いたのか否かなど

が、憲法上の名誉保護と言論自由の間の利益調整に反映されなければな

らないと述べると共に真実性や公共性などの刑法上の違法性阻却事由の

立証負担を厳格に要求することは、言論の萎縮効果をもたらし、ついに

は多数決原理の形骸化と、空虚なデモクラシーを生むことになると判示

した
（22）

。上記の最高裁判所判決は、具体的な情況の裏付けなく悪意的な計

略に基づく表現は許容されない、そして、批判を受けなければならない

場合にも侮蔑的な表現で侮辱を加える事は許容されないと、その限界を

定めた。しかし、公的な存在の公的な関心事に関して問題を提起するこ

とは、広く許容されなければならないし、私的な領域に属する事案とは

審査基準に差をつけなければならないという立場を明確にした
（23）

。韓（한

위수）裁判官は、この判決の意義は、今まで一つの考慮要素として参酌

されてきただけの公人か私人かの区別が、公益に関するかどうかの区別

と別個の対等な考慮要素として、その地位が格上げされたことだと評価
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した
（24）

。文（문재완）は、この判決で、公人、特にその中でも公職者に対

する言論の監視機能は、さらに保護を受けるようになったと評価した

が
（25）

、梁（양창수）は、この判決が近年言論による名誉毀損問題に関わる

裁判実務で起きた最も意味のある変化だと評価した
（26）

。

　また、裁判所は、立証負担が相変らず被告である報道機関にあって、

ただ公的存在に対するマスコミ報道の真実性あるいは真実誤信の相当性

を厳格に立証することを要求してはならないとして、「立証負担緩和の

法理」を採択した。申平（신평）
（27）

、車（차용범）
（28）

などの肯定的な評価にも

かかわらず、金（김민중）
（29）

は、前掲最高裁判所2000다37524，37531判決

が、アメリカの名誉毀損法上の公人概念を本格的に採用しているとは考

えられないと評価している。公人あるいは公的人物という事実を一つの

考慮要素にしているだけだというのである。立証責任の転換までは論じ

ない上記判決の限界は、「現実的悪意」の法理を採択しなかったという主

張の主要な論拠になっているが、一方で、「立証負担緩和の法理」は運用

次第で、立証責任の転換に近い効果が期待できると評価されている
（30）

。

　前掲憲法裁判所97憲마265決定、前掲最高裁判所2000다37524，37531判

決が、韓国裁判所の名誉毀損訴訟で主な転機となったということは異論

なく認められている。裁判所は、KBSプロデューサー事件
（31）

、全北道支社

事件
（32）

、ハンナラ党議員の政治仕返し起訴主張事件
（33）

、大田法曹非理報道事

件
（34）

、造幤公社ストライキ関連不法盗聴疑惑報道事件
（35）

、与党スポークスマ

ン発表事件
（36）

などを通じて、公的人物に対するマスコミ報道の免責範囲を

持続的に拡張してきた。特に公職者の道徳性・清廉性やその業務処理の

正当性に関するマスコミ報道は、それが悪意的あるいは極めて相当性を

失った攻撃ではない限り、簡単に制限されてはならないという立場を固

守してきた。また、公的人物に対する名誉毀損的なマスコミ報道は、そ

の被害者が名誉毀損の危険を自ら招いたのかどうかを、総合的に考慮し

なければならないとして、原告敗訴判決の原審を正当だと判示した
（37）

。

2006年５月に最高裁判所は、「マスコミ報道が公職者または公職社会に
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対する監視・批判・牽制という正当な言論活動の範囲を逸脱して、悪意

的あるいは大変軽々しい攻撃であり、極めて相当性を失ったものとして

評価される場合には、名誉毀損になる」という趣旨の判決をした
（38）

。しか

し、これは言論の機能を萎縮させるためだというよりは、無分別な暴露

性・陰湿な攻撃性のある報道を制限するための基準を提示したという点

に、意義を見出すことができる
（39）

。公人・公的人物に対する言論免責の範

囲を定めるこのような最高裁判所の態度は、妥当であると言え
（40）

、これは

単純に他の国、特にアメリカの法理をそのまま借用して来たという理論

的淵源によるものというより、韓国社会の全般的発展によって生じた不

可避の結果だと言えるであろう
（41）

。

Ⅱ．判例の分析

１．分析対象
　研究資料は、韓国の言論仲裁委員会が1990年から発刊した『国内言論

関係判決集』第１集から第15集に収録された判例と『2008年度言論関連

判決分析報告書』の中から収集した。判例集に収録されない事例は、最

高裁判所総合法律情報判例サイト（http://glaw.scourt.go.kr）を通じて収集

した。

　収集した判例の中で、政治家や高位公職者などの公人が原告となっ

て、メディアを相手に訴訟提起した名誉毀損訴訟事件を抽出した結果、

分析対象となる事例は、最終的に1989年から2008年まで、104件であっ

た。

２．公人のメディア相手の名誉毀損訴訟の特徴
　（1）原告別の訴訟提起の特徴
　分析対象になった政治家及び高位公職者訴訟は、1990年代の中葉から
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多少増加したことが分かる。すなわち1995年までには、１年に１～３件

で、ごく少数にとどまっていたが、以後、毎年５件から10件の範囲内で

はあるが、増加したことが分かる。特に、2002年、2006年、2007年そし

て2008年に、それぞれ９件で最も多くなっている。

　原告別では、国会議員 31件（28％）、高位公職者 27件（25％）、中央行

政機関（官庁）21件（17％）、地方自治体の長 12件（14％）、親戚 ７件
（８％）、政党 ５件（６％）、地方自治体 ２件（２％） という順序になって

いる。

　国会議員では、ハンナラ党 10件（金イルユン（김일윤） ２件、朴カンヨ

ン（박관용） ２件、 李ゼオ（이재오） ２件、全ヨオク（전여옥） ２件 、ジュ・ス

ンヨン（주성영） ２件）、民主党 ４件（権ノカプ（권노갑）/金オクド（김옥

두）/金ホンイル（김홍일）、金サンウ（김상우）、イムチェゾング（임채정）

２件）、新千年民主党 ４件（権ノカプ（권노갑）、尹チョルサン（윤철상）、

鄭チュンレ（정청래）、崔ゼスン（최재승））、新政治国民会議 ２件（クク・

チャングン（국창근）、金テジュン（김대중））、ヨルリンウリ党 ２件（イム・

チョンイン（임종인）２件、民自党 １件（オ・セウン（오세웅））、自民連 

１件（チョウ・イルヒョン（조일현））、統一国民党 １件（チョウ・イルヒョ

ン（조일현））、統一民主党 １件（ノ・ムヒョン（노무현））、無所属３件と

いう提訴数になっている。

　政党が直接申し立てた訴訟は、新政治国民会議 １件、ヨルリンウリ党 

１件、ハンナラ党 ２件、政党未詳 １件となっている。

　高位公職者には、大統領・建設部・文化観光省・法務省・保健社会部

など部署の長官・国務総理・金融監督委員長・大統領の自問政策企画委

員長・大統領の政務首席などが含まれている。

　中央行政機関（官庁）や行政府各機関が直接原告になった例とは、国

政広報処
（42）

、国家情報院（National Intelligence Service, NIS）、外交通商部
（Ministry of Foreign Affairs and Trade）、文化観光部（Ministry of Culture and 

Tourism）、建設交通部（Ministry of Construction＆ Transportation）、情報通
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信部（Ministry of Information and Communication）、農林水産食品部（The 

Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries）、大統領秘書室、特許庁
（Korean Intellectual Property Office）などが含まれている。

　地方自治体の長には、市長・道会議員・市会議員・郡守
（43）

などが含まれ

ており、地方自治体としての団体では、市・郡・区議会などがあった。

　公人の親戚によって提訴された代表的な事例では、李承晩元大統領の

養子、金泳三元大統領の次男、政策首席秘書官内定者の妻、青瓦台警護

室長の妻によるものなどがあった。

　原告を個人・集団で区分して検討した結果、個人が76件（73.07％）で

組職の28件（26.92％）よりも多かったが、特筆に値することは、組職の

場合、1995年の鍾路区議会と1996年の新政治国民会議を除き20件が、全

て2001年以後に提訴されたものであるということである。このことによ

り、近年、行政機関のような政府組職や政党などが、報道機関相手の名

誉毀損訴訟で新しい主体になっていることがわかる。

<表１>　分析対象 : 年度別の政治家及び高位公職者の訴訟

年度 数 頻度（％）
1989 1 0.96
1990 2 0.19
1991 2 0.19
1992 1 0.96
1993 3 2.88
1994 2 0.19
1995 3 2.88
1996 6 5.76
1997 6 5.76
1998 7 6.73
1999 5 4.80
2000 6 5.76
2001 7 6.73
2002 9 8.65
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年度 数 頻度（％）
2003 8 7.69
2004 5 4.80
2005 4 3.84
2006 9 8.65
2007 9 8.65
2008 9 8.65
合計 104 ≒100

<表２>　政治家及び高位公職者の訴訟における原告の分類

区　別 数 区　別 数
高位公職者 27（25.96％）

個　人 76（73.07％）
国家議員 31（29.80％）
地方自治団体長 12（11.53％）
親戚  7（ 6.73％）
政党  5（ 4.80％）

組　織 28（26.92％）中央行政官庁 21（20.19％）
地方自治団体  2（ 1.92％）

合　計 104 合　計 104

　（2）政治家及び高位公職者訴訟での被告の特徴
　政治家及び高位公職者は、名誉毀損訴訟で、記者よりも報道機関を直

接相手にする割合が高かった。すなわち、一事件で記事・編集局長・社

長・報道機関など被告が複数人の場合が多く、複数処理した結果、報道

機関 91件（55.15 ％）・記者／ PD 37件（22.42 ％）・編集責任者 17件
（10.30％）・社長 13件（7.87％）・その他 ７件（4.24％）という順序になっ

ている。これは、政治家や高位公職者が名誉毀損時に記者個人より、報

道機関を直接対象にするという点で、特筆に値する。
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<表３>　政治家及び高位公職者の訴訟における被告の分類

区別 記者／ PD 編集責任者 社長 報道機関 その他 合計

合計 37
（22.42％）

17
（10.30％）

13
（7.87％）

91
（55.15％）

7
（4.24％）

165
（100％）

＊編集責任者には、該当部長及び局長が含まれている。その他には、自由寄稿者・風刺
画家や画家などが含まれている。

　（3）政治家及び高位公職者訴訟での勝訴率
　政治家及び高位公職者訴訟での勝訴率は、民事訴訟の場合には、原告

勝訴 71件（68.26％）、被告勝訴 30件（28.84％）で、分析対象の訴訟では

公人が勝訴する割合の方が、報道機関が勝訴する割合より二倍以上高く

なっている。また、刑事訴訟の場合は2件あったが、いずれも報道機関が

有罪判決を受けた。憲法裁判所判決は、報道した側を検事が不起訴処分

としたのが合憲かどうかに関する訴訟であったが、合憲決定がなされ

た
（44）

。

<表４>　政治家及び高位公職者が提起した名誉毀損訴訟における勝訴率

区　別 勝訴 数 計 合　計

民　　　事
原告 71（68.26％）

101（97.11％）

104 （100％）

被告 30（28.84％）

刑　　　事
有罪  2（ 1.92％）

  2（ 1.92％）
無罪 —

憲法裁判所
合憲  1（ 0.96％）

  1（ 0.96％）
違憲 —

　（4）政治家及び高位公職者が好む救済手段と裁判所で認められた救済
　　　手段
　政治家及び高位公職者が申し立てる名誉毀損は、刑事訴訟は少なく
（２件、1.92％）、ほとんどが民事訴訟（101件、97.11％）であった。また、
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民事訴訟の中では損害賠償 59件（48.36％）・訂正報道39件（31.96％）、反

論報道19件（15.57％）、仮処分２件（1.63％）という状況になっている。

　一方、裁判所で認められた救済手段は、民事訴訟では損害賠償 39件
（46.42％）、反論報道20件（23.80％）、訂正報道20件（23.80％）、仮処分１

件（1.19％）という状況であり、刑事訴訟の判決で懲役が下されたことは

なく、すべて罰金であった。罰金刑である２件での罰金金額は、それぞ

れ３百万ウォン・９百万ウォンであった。

<表５>　救済手段別の政治家及び高位公職者の訴訟 （重複処理）

区　別 救済手段 数 計 合　計

民　　事

仮  処  分  2（ 1.63％）

119（97.54％）
122（100％）

反論報道 19（15.57％）
訂正報道 39（31.96％）
損害賠償 59（48.36％）

刑　　　事  2（ 1.63％）   2（ 1.63％）
憲法裁判所  1（ 0.81％）   1（ 0.81％）

<表６>　政治家及び高位公職者の名誉毀損訴訟における裁判所が認めた
救済手段 （重複処理）　　　　　　　　　　　　　　

区　別 救済手段 数 計 合　計

民　　事

仮  処  分  1（ 1.19％）

82（97.61％）
84（100％）

反論報道 20（23.80％）
訂正報道 20（23.80％）
損害賠償 39（46.42％）

刑　　事
罰　　金  2（ 2.38％）

 2（ 2.38％）
懲　　役 —

　（5）損害賠償請求額と認容額
　政治家及び高位公職者の名誉毀損訴訟で請求した損害賠償額は、１億

ウォン以上～５億ウォン未満が26件（48.21％）、10億ウォン以上～ 20億
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ウォン未満が10件（17.85％）、５億ウォン以上～ 10億ウォン未満が８件
（14.28％）、20億ウォン以上が６件（10.71％）、１億ウォン未満が５件
（8.92％）という順序であった。損害賠償請求額は、最低が2000万ウォン

で最大は30億ウォンであった。

　一方、裁判所で認容した損害賠償額は、１千万ウォン以上～５千万

ウォン未満が16件（41.02％）、５千万ウォン以上～１億ウォン未満が11件
（28.20％）、１千万ウォン未満が６件（15.38％）、１億ウォン以上～２億

ウォン未満 ４件（10.25％）、２億ウォン以上 ２件（5.12％）という順序で

あった（報道機関、記者、社長など複数被告の場合には、各々負担しなけれ

ばならない損害賠償額の総合で計算した）。裁判所の認容額は、最小500万

ウォンから最大４億ウォンまで、損害賠償をするように判決を下した

が、平均額は5910万ウォンであった。一番高額であったのは、金泳三元

大統領の次男である金・ヒョンチョル氏事件で、裁判所は、４億ウォン

の損害賠償を認めた。

<表７>　政治家及び高位公職者の名誉毀損訴訟における損害賠償請求金額
と認容金額の分布  　　　　　　　　　　　　　　　　

請　求　金　額 認　容　金　額
区　別 数 区　別 数

１億ウォン 未満  5（ 8.92％）１千万ウォン 未満  6（15.38％）
１億ウォン 以上
～５億ウォン 未満 27（48.21％）１千万ウォン 以上

～５千万ウォン 未満 16（41.02％）

５億ウォン 以上
～ 10億ウォン 未満  8（14.28％）５千万ウォン 以上

～１億ウォン 未満 11（28.20％）

10億ウォン 以上
～ 20億ウォン 未満 10（17.85％）１億ウォン 以上

～２億ウォン 未満  4（10.25％）

20億ウォン 以上  6（10.71％）２億ウォン 以上  2（ 5.12％）
合　計 56（  100％） 合　計 39（  100％）

＊合計において、救済手段別分類〈表５〉では損害賠償の合計が59件、請求金額分
類では56件と合計が違うのは、原告が損害賠償請求するときに、その金額を公表
していない場合を除外しているからである。
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３．公人の判断基準と権利制限及び保護
　韓国の裁判所の公人の判断基準はどのようなものか、そして、その判

断基準に従った公人の権利制限の範囲はどこまでなのかについて分析対

象とした判例を通じて、次のような特徴を指摘できる。

　第一に、2002年の最高裁判所判決以後、韓国の裁判所は公人の名誉毀

損判決において「極めて相当性を失った攻撃」原則を適用している
（45）

。韓

国の裁判所は、公人に対する報道だとしても、名誉毀損が成り立つため

に報道機関に「現実的悪意」まで要求されると考えることはできない
（46）

と

してきた。しかし、近年公職者の道徳性、業務処理の正当性についての

報道機関の監視と批判機能に鑑み、それが「悪意的あるいは極めて相当

性を失った攻撃」ではない限り、簡単に制限されてはならないという立

場が取られている
（47）

。これによって、公職者の場合は、一般人と区別され、

厳格な立証を要求してはならないとしているのである
（48）

。

　しかし、最高裁判所はこの一般的な説示に対する明確な説明を欠いて

おり、具体的な判断においては、一般的な違法性阻却事由として「真実

性」と「相当性」を用いる理論と特に異ならないものとなっていた
（49）

。例

えば、「極めて相当性を失った攻撃」原則を適用した事例で「客観的な資

料収集、分析の義務を怠って情報提供者の疑惑申し立てなどの一部だけ

の情報を信じて速断したこと」、「真実を確認するために必要な資料の収

集及び検討義務を果たさないことで、放送内容の正確性に対する徹底的

な確認をつくすことができなかったと見るのが相当である」と提示した

ことがある
（50）

。また、原告に何らの解明機会も与えない場合、情報提供者

の陳述のみを軽々しく信頼した場合などが指摘されるなどした
（51）

。これに

より、具体的に「極めて相当性を失った攻撃」原則の判断は、一般的な

名誉毀損で「真実だと信じられる相当な理由」という判断基準と特に異

なるものではないと分かる。

　第二に、1999年の憲法裁判所の判決
（52）

と2002年の最高裁判所の判決
（53）

で、

公人と私人を区別して適用することを判示したことがあるにもかかわら
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ず、下級審判例では、まだ公人かどうか、すなわち「原告の身分」によっ

て、権利保護が異なって適用されるという判断ではなく、「記事内容」が

公的な事案かという「内容」を基準として、判断する判決もあった。

　かつて、韓国の裁判所は金英三元大統領の次男である金・ヒョンチョ

ルが、漢方薬業者から政治資金をもらったという内容を載せた記事に対

して、公人かどうかを審理しなかったのは勿論、公的事案を含んだ公益

性に対する言及を初めからしないで、ただ、真実性を中心に事実関係に

関する判断をすることで「４億ウォン」の損害賠償と訂正報道文掲載の

判決を下した場合もある
（54）

。このような過去の判例からも分かるように、

公人の場合に、一般人より、むしろ権利保護が強調される事例もあった
（55）

。

　そのような状況の中で、2002年の最高裁判所の判決
（56）

以後、「公人」かど

うかと「公的事案」を個別的に判断する方式を取る下級審判例の登場は、

注目に値する。代表例として、原告は、「……国会議員として……公衆の

関心をひくような位置にいる公的人物であり、国会本会議場で同僚議員

に常任委員会に関わる不満を表明する場面は、その内容も国会議員の職

務と関わっているため……これは公的領域といえるであろう」と判示し

た判決
（57）

がある。

　第三に、「言論媒体へのアクセス」に基づいて、基準を異にしなければ

ならないと判示した場合もある。すなわち、大統領の秘書室が朝鮮日報

社を相手に申し立てた反論報道審判請求訴訟で、裁判所は「国家機関は

個々の市民に比べて言論媒体に対して圧倒的なアクセス力と影響力、時

には報道機関に対する規制力まで持ってい」ると述べ、請求を受け入れ

なかった
（58）

。

　第四に、下級審判決の中には「公人」の権利保護を私人と異なるよう

に適用する判決も認められた。「公共機関もしくは公職者などが訂正報

道の請求をする場合、言論の萎縮効果が発生しないように、論評または

批評の範囲を広く解釈しなければならないので、評価のための具体的事

実を並べた時、それが「重要な部分」として「虚偽」であることが立証
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されない限り、一部分だけ切り離して訂正報道の対象にすることができ

ない」と表現の自由を幅広く認めた事例である
（59）

。

４．公人の名誉毀損訴訟での悪意
　アメリカの「現実的悪意」の概念に類似の概念である「悪意的あるい

は極めて相当性を失った攻撃」を韓国の裁判所はどのように適用するの

かを考察した結果、次のような特徴があることがわかった。

　最高裁判所は「悪意」と「極めて相当性を失った攻撃」の概念を区分

して提示したが
（60）

、下級審判例では「極めて相当性を失った攻撃」を悪意

的報道、無分別で軽率な報道を含む概念として適用している。勿論、最

高裁判所の判決において具体的に「悪意」と「極めて相当性を失った攻

撃」が何なのか、どのように違うかについての概念や判断基準について

の説明が充分ではないという原因もある。それにより、ある下級審判例

では「悪意」概念を悪意的な報道というように示して、単純な感情的な

悪い意図があったかどうかに対する判断であるようなニュアンスを示し

ている
（61）

。

　最高裁判所は、ここでいう「悪意」というのが、報道内容が真実では

ないことが分かっていたのかという意味であることを明確にしておく必

要があるだろう。

　アメリカ連邦最高裁判所が駆使した「現実的悪意」という用語は、伝

統的な英米のコモン・ロー（common law）でいう現実的悪意とは少し異

なる概念であるというのが言論法学者の共通した意見である。しかし、

ニューヨークタイムズ判決で提示した “actual malice” は “reckless 

disregard” に近い。ここで “reckless disregard” の意味は、「多分、虚偽で

あると高い蓋然性をもって認識した場合」で、これは主に表現する当時

の被告の心理状態を基準として判断するが、その場合には、客観的事実
（62）

を土台として推論する
（63）

。

　連邦最高裁判所は、「現実的悪意」の法理に関して「不注意な無視」と
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いう概念を具体化して「深刻な疑問」があったにもかかわらず、確認を

怠ったことを意味すると判示した。連邦最高裁判所のこのような説明

は、現実的悪意の原則が客観的証拠を根拠に判断することができる主観

的基準であるということを確認させるものであると言える
（64）

。

　「悪意」という単語は、日常生活でよく使われるために混乱しやすい概

念である。朴ヒョンサンは、次のように日常的意味の「悪意」と法的意

味の「悪意」の間の乖離を念頭におくべきであると述べる
（65）

。

　善意、悪意という用語は、倫理的・道徳的概念としての善悪ではなく、

「どんな事実や事情であるかが分からない場合」と「分かっている場合」

を区別する用語に過ぎないという。取引安全のために登場した概念とし

て、どのような事情であるかについて「善意の（分からない）相手や第三

者」は「悪意（分かっている）当事者」に比べて相対的に強く保護されな

ければならないというのである。

　それゆえ、「言論侵害が悪意の場合」というのは、「報道機関が分かり

ながら、わざわざ侵害する場合」を意味し（法的には故意的行為になるだ

ろう）、「言論侵害が善意の場合」というのは、「報道機関が不注意、過失

で侵害すること」を表わすのである。要するに、ニューヨークタイムズ

事件で登場した立証責任要件としての「現実的悪意（actual malice）」と通

常使われる「悪意」という用語が内容的に互いに区別されるという点を

念頭におかなければならないのである。

結びにかえて

１．研究課題に対する結論
　本論文は、政治家及び高位公職者の名誉毀損判決104件を収集して、一

般的な訴訟の特徴と判決傾向を分析し、次のような結論を導出すること

ができた。
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　第一に、公人による名誉毀損訴訟は、訴訟件数の量的急増が問題だと

いうよりは、公人が損害賠償救済手段を好むこと、巨額の損害賠償判決、

勝訴率といった側面で、報道機関に萎縮効果を起こす恐れがあるという

ことが問題である。他の一般事件と違い公人の名誉毀損訴訟の原告勝訴

率は68.26％で、非常に高い。また、言論による名誉毀損訴訟の際に、公

人は損害賠償（48.36％）を最も好んでおり、請求額も非常に高額である

ことが分かった。それに、裁判所も最大4億ウォンまで賠償するように判

示した事がある。これは、人格権侵害に対する補償額としては、私人に

対する名誉棄損事案に比べて非常に高額だろう。

　第二に、公人に関連するメディアによる名誉毀損において、韓国の裁

判所の判決からは、公人の権利制限及び保護、悪意（故意）の適用や立

証責任の主体などの法理適用に関して、一貫された法則を見つけ難い。

最高裁判所は、2002年の判決から公人はその身分によって権利が制限さ

れうるというアプローチを一貫して適用しているが、下級審判例では相

変らず、そのようなアプローチをとっているというよりは、私人より公

人の名誉を重視したり、高い損害賠償額を算定したりするなど、公人に

対する法理解釈を誤って理解しているものと判断される。これは、名誉

毀損訴訟で積極的に公人かどうかを判断しないためであろう。1999年に

憲法裁判所、2002年に最高裁判所が「公的人物と私人、公的な関心事案

と私的な領域に属する事案の間には、審査基準に差をつけなければなら

ない」と明らかにしたことによって、下級審判例でも「人物」と「内容」

基準を積極的に適用しなければならないであろう。

　第三に、公人の名誉毀損訴訟で「極めて相当性を失った攻撃」の原則

は、相変らず被告（メディア）が真実の立証責任を負うので、アメリカの

「現実的悪意」の法理とは異なっている。また、次の理由からアメリカの

「現実的悪意」の法理をそのまま受け入れることは無理だと考える。

　①名誉に対する観念が、韓国とアメリカとでは大きく異なる。韓国は

農耕国家として一つの地域に定住する生活をしてきたし、名分を重要視
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する儒教の影響などで、名誉が極めて重要な社会的価値を形成してい

る。これに比べて、アメリカは移民者が開拓した国家らしく名誉のよう

な名分よりは、実質を重要視する実用主義的な考え方が支配しており、

名誉の重要さの程度を異にする。

　②英米の名誉毀損法は、公人による名誉毀損訴訟が主に政治的反対者

の批判を抑圧する手段として使われてきたため、歴史的にそれを否定的

に見てきた。しかし、韓国の場合には、従来の名誉毀損は私人間の問題

とされただけであり、公人による名誉毀損訴訟の申し立てが頻繁になっ

たのは比較的近来の状況である。

　③憲法上言論の自由が保障される程度が異なっている。アメリカで

は、一般的に言論の自由の優越的地位が認められる。しかし韓国では、

言論の自由は人格権と対等な地位としてその保障の程度は利益衡量に

よって決まる問題である。

　④韓国は、アメリカと民事訴訟手続法が異なるので、原告側が「現実

的悪意」を立証することは事実上不可能である。「現実的悪意」とは被告

の主観的な状況であるが、これを立証するためには客観的証拠に基づか

ねばならないので記事の根拠資料、記事の掲載を決めるまでの過程など

被告側が保有している資料の確保が必須である。この点アメリカでは民

事訴訟手続法上に、いわゆる「証拠開示（discovery）」制度によって、被

告が持っている資料に原告が近付くことができるので、「現実的悪意」を

立証することができる。しかし、そのような制度を備えてない韓国では

不可能である。

　⑤アメリカでも、「現実的悪意」の法理は、公人にとって名誉毀損的な

記事から救済を受ける機会を事実上閉ざしているし、「現実的悪意」を立

証するために原告が被告の報道過程全般を調査しなければならないの

で、時間と訴訟費用が過多に必要となるという指摘を受けている。
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２．今後の課題
　本論文では、言論仲裁委員会が発行した『国内言論関係判決集』（1999

年～ 2008年）と『2008年度言論関連判決分析報告書』を土台にして、こ

のなかの政治家及び公職者などの公人（公的人物）に対する判例を分析

した。それによって、他の公人（例えば、芸能人、スポーツスター、宗教

リーダー、企業代表取締役）に対する判例は、研究対象から除かれること

になり、公人に対するより豊かな事例分析をすることはできなかった。

また、裁判過程で進行された攻防を見ることなく、判決文に現われた結

果のみを素材にすることで、正確な判決主旨を把握するのには限界があ

り得る。また、2009年以後の判例の場合は、一部しか収集できておらず、

今回分析の対象とすることができなかった。これらの判決の分析は、他

日を期したい。
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